
岡崎市中山間地中心的農業担い手支援事業費補助金交付要綱

（目的）

第１条 本市の中山間地域における農業は、高齢化が進展する中で平地

に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域があることから、担

い手の減少、耕作放棄の増加等により、国土の保全、水源の涵養、自

然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的機能が低下することが懸

念されている。

このような状況を踏まえ、中山間地域における農業の担い手に対す

る、人材の確保・育成と中山間地農業の維持発展を図ることを目的に

岡崎市中山間地中心的農業担い手支援事業費補助金（以下「補助金」

という。）を交付する。

（規則との関係）

第２条 補助金の交付に関しては、岡崎市市費補助金等に関する規則（昭

和34年岡崎市規則第３号）に定めるもののほか、この要綱の定めると

ころによる。

（補助対象者及び対象ほ場）

第３条 この事業は、中山間地域（山村振興法(昭和40年法律第64号)第

７条第１項の規定に基づき指定された振興山村、及び別表１に定める

補助対象地域のうち自然的・経済的・社会的条件が不利な地域）にお

いて営農する地域の中心的な農業の担い手（法人を含む）（以下「生

産者」という。）、又はその生産者が組織する団体に対して補助金を交

付する。

２ 補助金の交付対象となるほ場は、多面的機能支払交付金、中山間地

域等直接支払交付金及び環境保全型農業直接支払交付金の交付を受け

ているほ場を除くものとする。

（補助対象経費及び補助金の額）

第４条 補助対象経費及び補助金の額は、別表２のとおりとし、1,000円

未満を切り捨て、予算の範囲内で支出する。

（交付申請）



第５条 補助金の交付申請にあたっては、岡崎市中山間地中心的農業担

い手支援事業費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を

添え、事業に着手する前までに市長に提出しなければならない。

⑴ 収支予算書（様式第２号） 

 ⑵ 事業計画書（様式第３号） 

 ⑶ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに

係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費

税に相当する額のうち、消費税法（昭和63年法律第 108号）に規定す

る 仕 入 れ に 係 る 消 費 税 額 と し て 控 除 で き る 部 分 の 金 額 と 当 該 金 額

に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じ

て得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消

費税仕入控除税額」という。）があり、かつ、その金額が明らかな場

合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時

に お い て 当 該 補 助 金 に 係 る 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 が 明 ら か で な い 場

合については、この限りでない。

（交付決定）

第６条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容

を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に通

知するものとする。

２ 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条

件を付することができる。

（補助事業の変更の承認）

第７条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、

当該交付決定に係る事業の内容について変更をしようとするときは、

あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

２ 市長は、前項の承認をする場合において、補助金の交付の目的を達

成するため必要があるときは、交付決定の内容を変更し、条件を付す

ることができる。

（補助事業の中止又は廃止）

第８条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき



は、市長の承認を受けなければならない。

（実績報告）

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、岡崎市中山間地中

心的農業担い手支援事業費補助金実績報告書（様式第４号）に次に掲

げる書類を添え、当該事業完了後10日以内（10日以内に会計年度の末

日が到来する場合にあっては、当該会計年度の末日まで）に市長に提

出しなければならない。

⑴ 収支精算書（様式第５号） 

⑵ 作業日誌（様式第６号） 

⑶ 事業の実施に要した経費の支払証明書類 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 第５条第２項のただし書きにより、当該補助金に係る消費税仕入控

除税額が明らかでないまま交付の申請をした補助事業者は、前項の実

績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費

税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額

して報告しなければならない。

３ 第５条第２項のただし書きにより、当該補助金に係る消費税仕入控

除税額が明らかでないまま交付の申請をした補助事業者は、第１項の

実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告によ

り当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金

額（前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減

じた額を上回る部分の金額）について、速やかに市長に報告するとと

もに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

（額の確定）

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その

内容を審査し、必要に応じて現地での検査を行い、事業の成果が補助

金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、

交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

（補助金の交付）

第11条 補助金は、前条に規定する額の確定後、補助事業者からの請求

により交付する。ただし、市長が特別の理由があると認められるとき

は、その全部又は一部を概算払により交付することができるものとす



る。

（補助金の精算）

第12条 前条の規定による補助金の概算払を受けた者は、補助金額の確

定後、速やかに精算しなければならない。

（検査等）

第13条 市長は、補助事業に関して必要があると認めるときは、補助事

業者に対して必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることがで

きる。

（雑則）

第14条 この要綱の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

２ この要綱は、令和５年３月31日限りで、その効力を失う。

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

別表１

補助対象地域

旧山中村、旧本宿村、旧河合村、旧常磐村、旧岩津町

※「自然的・経済的・社会的条件が不利な地域」とは、ほ場の状況が急

勾配や小区画の農地等で耕作条件の悪い土地をいう。

別表２

補助対象経費 補助金の額

中山間地域内のほ場で草刈り等の農

作業を行うため、臨時的に雇用する

職員の人件費（賃金・保険料）、及び

対象ほ場までの旅費

補助対象経費の合算額に２分の

１を乗じて得た額以内とし上限

の 額 は 1,000千 円 と す る 。 た だ

し、生産者が組織する団体に対

しては、構成員の１生産者につ

き、1,000千円を上限とする。


